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１．はじめに 

 

平成12年4月の介護保険制度スタート以降、タク

シー事業者の中に、介護保険上の訪問介護事業所の

指定を受け、タクシーによる移動と併せて、その前

後の乗降を訪問介護として行い、介護報酬を請求す

るという事業を始める形態が発生した。これがいわ

ゆる介護タクシーである。当初、介護タクシーに対

しては、身体介護（30分2,100円）の報酬が支払わ

れていたが、平成15年4月に報酬の見直しが行われ、

新たに「通院等のための乗車又は降車の介助」（1

回1,000円）が新設された。 

このように介護タクシーをとりまく情勢は、近年

大きく変化しており、今後の移動困難者の移動支援

に少なからぬ影響が生じるものと思われる。そこで

本研究では、移動支援の今後のあり方についての検

討に活かすため、まず、介護タクシー事業者の取り

組みについて紹介する。そして、介護タクシー利用

者に対して実施したアンケート調査をもとに、介護

タクシーの利用状況とその評価および今後の利用意

向について明らかすることとする。 
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２．介護タクシーによる移動支援 

 

（１）介護タクシーの特徴 

介護保険適用者が利用する介護タクシーは、運

転手が介護の有資格者（ホームヘルパーなど）であ

ること、身体介護や家事援助を伴う移動であること、

利用者の支払いは、介護保険を利用できるというこ

と、が特徴である。この３項目はいずれも、これま

での移動支援（バス・福祉タクシー）にも見られな

い特徴である。介護タクシーにおける移動は、あく

までも介護サービスの一貫として行われるものと位

置付けられている。 

 

（２）介護タクシーによる移動支援の現状 

ここでは、介護保険制度が施行される前から介

護タクシーに取り組んでおり、近年では全国の同業

者を糾合している堺相互タクシー株式会社（本社：

大阪府堺市）における介護移送の取り組みについて

紹介したい。 

堺相互タクシーでは介護報酬が下がる直前にあ

たる平成 15 年 3 月の登録人数は 1,589 人でサービ

ス回数は 11,641 回であったが、介護報酬が下がっ

た直後の平成 15 年 4 月では利用者負担が増したた

め、登録人数は 1205 人でサービス回数は 7,985 回

に減少した。 

a） 料金の算定方法 

利用者負担を少しでも軽減すべく、かつ公平性

を保つため堺相互タクシーでは、追加分をメーター

料金で徴収するのではなく、独自の料金設定をして

いる。介護タクシー利用者は様々な障害をかかえて

いるため、個人に合わせたサービスが重要となって

くる。これらの人に質の高いサービスを提供するた



めには、利用者の身体状況を把握しておくことが重

要である。そのため堺相互タクシーでは、まず、利

用者登録を行うさいに利用者の家に訪問し、住宅の

構造や身体状況等を調査する。そのうえでサービス

の質・量に応じて利用料金を設定している（表１）。

この料金設定においては介護保険適用者のケアプラ

ンを作成するケアマネジャーに対しても説明をして

いる。 

表1 サービス料金の算定方法 

① サービス時間 
サービス開始から終了までの移送時間を含む
所要時間を10分単位で換算 

② サービス距離 
利用社宅から目的地までの直線距離を 1.5km
単位で換算 

③ サービス内容 
見守り・杖歩行・半介助・全介助・だっこ・
おんぶ・階段車いす介助等 

④ ADL（身体状況） 
利用者の身体状況・身長・体重等 

⑤ 住居構造 
階段の有無・一戸建て・団地・路地の奥等 

 
※ 基本設定のうえに各項目を総合的に判断して

利用者個々のサービス料金を設定 
※ 高速料金は別途請求 
※ 18：00～8：00までは設定を525円加算 
※ 設定後①～⑤のサービス内容の変更があれば

再度検討する 

（提供：堺相互タクシー株式会社） 

 

b） ドライバー研修制度 

質の高いサービスを提供するため堺相互タクシ

ーでは、ドライバーの研修にも力を入れている。介

護移送のドライバーは、ホームヘルパーやガイドヘ

ルパーの資格を有するだけでは不十分であるという

考えのもと、堺相互タクシーは独自に「ムーブ研

修」を確立した。この研修は講習と実技に大別され、

「介護保険制度の理解」「身体介護技術」「同乗体

験研修」「接遇」など多岐にわたる内容となってい

る。 

c） らくらくおでかけサービス 

介護保険で介護タクシーが利用できなくなった

要支援の人や、自由な目的で介護タクシーを利用し

たい人などに提示されたものが、らくらくおでかけ

サービスである。これは介護保険外のサービスとな

るため利用者負担が大きい。具体的には、料金がド

ライバー指定料（525 円）と介護料（30 分あたり

1890 円）を合わせたものであり、利用目的は買い

物や墓参りなど多様である。利用件数は平成 16 年

12 月で110 件であった。 

d） 全国介護移送協会 

介護移送において高い志をもった団体が集まり、

全国介護移送協会を発足させている。堺相互タクシ

ーも初期から参加しノウハウの普及に努めている。

この協会では、技術的な質を維持するために「介護

移送マニュアル」を発行し、それに基づいた研修制

度を実施する。 

 

３．介護タクシーの利用者意向に関する調査 

 

（１）調査の概要 

介護タクシーの利用実態と介護タクシーのサー

ビス評価、さらに今後の介護タクシー利用意向等を

把握するため、本研究では介護タクシー利用者を対

象としたアンケート調査を実施した。表１に調査の

概要を示している。調査は平成 16 年 12 月、堺相互

タクシー株式会社の堺営業所（本社）と泉州営業所

の協力を得て、ドライバーから利用者にアンケート

調査表を配布した。回収は外出が困難な人がいるこ

とを考慮し郵送回収とした。 

また、表３に個人属性を示している。 

表２ 調査概要 

調査場所 堺、泉北地域 
調査期間 平成16年12月 
対象者 介護タクシー利用者 
配布数 500票 
回収数 226票（回収率45%） 

調査項目 

・個人属性 ・利用目的 
・利用頻度 ・利用時間帯 
・利用による外出の変化 
・利用による生活の質の変化 
・項目別サービス評価 
・相乗りについて 

 

表３ 個人属性 
性別 男性:48% 女性:52% 

年齢 
40～64歳:13% 65～74歳:36%  
75歳以上:51% 

要介護度 
要支援:2% 要介護１:42%  
要介護２:26% 要介護３:14%  
要介護４:10% 要介護５:6% 

世帯形態 

1人世帯:14%  
1世代世帯(夫婦だけ):44%  
2世代世帯(親と子):27%  
3世代世帯:14% その他:1% 
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（２）調査の結果 

a） 介護タクシーの利用状況 

介護タクシーのサービスをどのようにして知っ

たか設問し、集計した結果を表４に示した。ここで

は、ケアマネージャーからの紹介の割合が 70.8%と

高くなった。これは回答者の多くが介護保険のケア

プラン作成時に紹介を受けたものであると考えられ

る。すなわち、要介護高齢者の移動手段の確保にお

いては、ケアマネージャーの存在が大きく関与する

ことが指摘できる。 

表４ 介護タクシーを知った理由 

  

回答数 
有効回答者
数（216）に
対する比率 

病院・医師からの紹介 22 10.2%
知人･友人からの紹介 21 9.7%
ケアマネージャーからの紹
介 153 70.8%
ホームヘルパーからの紹介 16 7.4%
街中で介護タクシーを見か
けた 9 4.2%
市の広報 9 4.2%
新聞・広告 4 1.9%
その他 7 3.2%

（複数回答可） 

介護タクシーの利用頻度について設問し、集計し

た結果を図１に示した。これによると、月１回から

週４回以上まで一定以上の利用が見受けられる。介

護保険制度のなかで利用目的が主に通院に制限され

ていることから、利用の頻度は回答者の病状に左右

されるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

b） 介護タクシー利用による外出効果 

介護タクシー利用による外出回数の変化を設問

し、集計したものを図２に示した。外出回数では

「以前とあまりかわらない」が 58.9%と多くなって

いるが、一方で「大幅に増えた（3.0%）」、「少

し増えた（6.4%）」、「介護タクシー利用分だけ

増えた（27.7%）」となっているように新たに外出

回数が増えた部分も確認できる。介護タクシー利用

分以外に外出が増えた要因としては、今まで諦めが

ちであった外出行動が介護タクシーというサービス

を気兼ねなく利用できるようになり、外出意欲が活

性化したためであると考えられる。 
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図２ 外出回数の変化 

介護タクシー利用による生活の質の変化につい

て集計した結果を表５に示している。要介護高齢者

の通院交通手段を介護タクシーが担うことにより、

通院・通所が楽になったと答えた人は 77%にのぼ

っている。このほかに低い割合ではあるが「外出が

楽しみになった（7%）」、「人とのつながりがで

きた（11%）」のように、介護タクシーによる外出

が契機となり、新たな生活活動の機会が増えて、生

活の質の向上に効果があるものと考えられる。さら

に「家族の介護負担を軽減できた」にみられるよう

に介護タクシーの効果は利用者本人のみならず、そ

の人の介助をしている家族にも及ぶことがわかった。 

表５ 生活の質の変化 

  

回答数 

有効回答者
数 （ 204 ）
に対する比
率 

通院・通所が楽になった 174 85.3%
身体の調子がよくなった 16 7.8%
家の中での生活が楽になった 10 4.9%
生活に一定のリズムができた 23 11.3%
外出範囲が広がった 9 4.4%
家族の介護負担を軽減できた 87 42.6%
外出が楽しみになった 14 6.9%
人とのつながりができた 23 11.3%
特に変化はない 17 8.3%
その他 15 7.4%

図１ 利用頻度 

（複数回答可） 



ｃ）介護タクシーの利用者意向 

介護タクシーの利用目的について現在の利用目

的と願望の利用目的にわけて図３に示した。実際の

交通目的では 92.5%が通院・リハビリであったの

に対して、願望の交通目的をみると、通院・リハビ

リの目的が 71.7%と引き続き高い利用希望になっ

ている。これより通院目的の介護タクシーサービス

に満足しており、引き続きサービスを利用したいと

いえるだろう。また、買い物や娯楽・レジャーなど

の項目においては、ある程度の利用希望が読みとれ

る。これらは現在、介護保険を利用できないので利

用する場合には割高となる。今後何らかの財源が移

動困難者に割り当てられ自由な目的でも利用しやす

い料金になるならば、あらたに顕在化する需要は多

くあるものと考えられる。 

 

今後ますます移動に制約をもつ人は増えると考

えられるが、個別の介護移送はその性格上効率的な

運行は難しい。そこで運行費用を下げるため相乗り

（乗合交通）が注目されている。そこで相乗りに対

する意識を設問し集計した結果が図４である。利用

は難しいという回答もあるが、介護タクシー利用者

の 9.8%が「抵抗なく利用できる」と答えている。

これに「料金が安くなるなら利用したい」を含める

と約３割が相乗り交通に興味を示していることがわ

かった。 
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図４ 相乗りに対する可能性 

 

４．まとめ 

 

介護タクシー事業者の中には今回紹介したよう

に移動困難者のモビリティ確保について高い志で取

り組んでいるところがあることがわかった。 

要介護高齢者にとって、介護タクシーは通院目

的で優れた移動手段となっている。また介護タクシ

ー利用による効果は、外出回数の増加といった利用

者自身のものだけではなく、その家族にも介護負担

の軽減として効果が及んでいることが明らかとなっ

た。今後、介護保険制度と交通費用負担の関連を議

論する際には、介護予防の観点からも、これらの効

果を考慮する必要があると考える。 

利用者に高く評価された要因のひとつにドライ

バーの研修制度が挙げられる。現在のところ、介護

タクシー事業者においてはサービスレベルにばらつ

きがあると考えられている。今後、介護タクシーが

普及していくためには、全国規模で研修を制度化し

ていく必要があるだろう。 
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